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（適　　用）
第１条　　この規程は、再雇用社員就業規則第40条第２項に基づき、再雇用社員の業務上の理由による負傷、疾病または死亡に対する附加給付の支給について定めたものである。

（附加給付の種類）
第２条　　附加給付の種類は、次の各号のとおりとする。
1.　休業附加給付
2.　障害附加給付
3.　遺族附加給付
4.　打切附加給付

（休業附加給付）
第３条　　再雇用社員が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため欠勤したときは次の各号の休業附加給付を行う。ただし、欠勤開始後３年間を限度とする。
1.　労災法による休業補償給付（休業特別支給金を含む）が、基準賃金相当額より下回る場合は、その差額を休業附加給付として支給する。
2.　労災法により傷病補償年金を受けることになった場合は、傷病補償年金額（傷病特別年金を含む）が年間の基準賃金及び賞与の合計額より下回る場合は、その差額を支給する。
②　前項において附加給付を支給する場合は、所定の基準賃金及び賞与に係わる所得税相当額を差引いた額とする。

（障害附加給付）
第４条　　再雇用社員が業務上負傷し、または疾病にかかり、治ったときに身体に障害があり労災法により障害補償給付を受けたときは、その障害等級に応じて、次の区分により障害附加給付を行う。
	　　　　区分
等級
	給付金額

	  1    等級
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
	  　1,160 万円
  　1,160
  　1,160
  　　875
    　735
    　620
    　520
　　　420
    　330
    　270
    　200
    　140
    　120
     　70


②   前項により障害等級が１等級から３等級に該当したときは、原則として再雇用社員就業規則第11条第１号（解雇）を適用する。

（遺族附加給付）
第５条　　再雇用社員が業務上死亡したときは、死亡した再雇用社員の遺族に対して、次の遺族附加給付を行う。
1,160万円

②　前項の遺族の範囲及び順位は、死亡した再雇用社員の配偶者・子・父母とする。ただし、その遺族のいずれもいない場合は、死亡した再雇用社員と同一世帯に祖父母などがいるときは、事情を勘案して決定する。

（打切附加給付）
第６条　　労災法により、療養補償給付を受ける再雇用社員が、療養開始後３年経過しても負傷または疾病が治らず、次の各号に該当するときは、その負傷または疾病もしくは障害の程度を考慮し、第４条（障害附加給付）に定める範囲で打切附加給付を行う。
1.　療養開始後３年を経過した日において、労災法により傷病補償年金を受けているとき、または療養開始後３年を経過した日において、労災法による傷病補償年金を受けることになったとき。ただし、いずれの場合も再雇用社員就業規則第11条第１号（解雇）を適用する。
2.　前号にかかわらず、療養を目的として退職するとき。

（適用の除外）
第７条　　業務上の負傷、疾病または死亡の原因が、自己の重大な過失によるときは、附加給付の一部または全部を支給しないことがある。
②　労災法の規定に基づいて保険給付の一部または全部が行われないときは、その範囲において附加給付は支給しない。
③　第10条（診断書の提出）の定めに従わないときは、附加給付は支給しない。

（第三者の行為による事故）
第８条　　会社は、附加給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において附加給付をしたときは、その価額の限度で附加給付を受けた再雇用社員が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

（同一事由による第三者からの給付との関係）
第９条　　附加給付を受けるべき再雇用社員が、第三者から同一の事由について損害賠償、保険給付または、これに準ずる給付を受けたときは、会社はその価額の限度で附加給付をしない。また、その損害賠償などを受けることが予想されるときは、その結果が分かるまで附加給付を差し止めることがある。
②　前項の保険給付には、労災法の保険給付及び当該再雇用社員が任意に加入した保険による給付は含まない。

（診断書等の提出）
第10条　　会社は、附加給付を行うにあたり、または附加給付を行っている間必要と認めるときは、医師の診断書、または報告書などを提出させることがある。また、会社が指定する医師の診断を受けさせることがある。
②　前項の場合、正当な理由なくして拒んではならない。

（附加給付を受ける権利）
第11条　　附加給付を受ける権利は、当該再雇用社員の退職または解雇によって変更されることはない。ただし、打切附加給付を行ったときは消滅するものとする。
 
（附加給付の支払い）
第12条　　附加給付の支払いは、次の各号のとおりとする。
1.　第３条第１号に定める休業附加給付は、毎月賃金締切日までのものを賃金支払日に支給する。
2.　第３条第２号に定める休業附加給付は、労災法の傷病補償年金を受けることになった日から１年経過したときに支給する。
3.　第４条から第６条に定める障害附加給付、遺族附加給付は支払いの事由が確定してから７日以内に支給する。

（法令等の適用）
第13条　　この規程に定めない事項については、労災法及びその他の法令を準用する。


付　　則

第１条　　この規程は、2006年4月１日から施行する。

（一部改正の沿革）
　　　　　　2017年 3月16日
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